
 1

 
税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置の取扱いについて（中間意見） 

 
 

 
介護保険料等の在り方に関する検討会 

平成 19 年 11 月 1 日 

１ 現行の取扱いと問題点 

 〇 介護保険料については、平成 16 年及び 17 年の税制改正（公的年金等控除

の縮小、高齢者非課税限度額の廃止）により、収入が変わらなくても保険料

が上昇するケースが生じた。これは、介護保険料の制度が、低所得者への配

慮や市町村の事務量等に配慮するため、市町村民税の課税状況等に依拠した

所得段階別定額制を採用していることにより生じるものであり、制度の性格

上やむを得ない面がある。 
 こうした税制改正の影響については、平成 18 年度から平成 20 年度にかけ

て保険料が急激に上昇することのないよう、激変緩和措置が講じられた。ま

た、その他の手段として、平成 18 年の制度改正により多段階設定が認められ、

税制改正の影響を受けた者の介護保険料を低く設定することも可能となって

いる。 
 

 〇 しかし、平成 19 年度まで激変緩和措置が講じられているとはいえ、保険料

の上昇額が大きく、平成 20 年度において激変緩和措置を終了させると、さら

にその額は上昇することとなる。 
 
 

２ 今後必要な措置 

〇 こうしたことから、平成 20 年度においても、税制改正の影響を受ける者に

ついて、保険者の判断により保険料を引き下げるための選択肢を用意する必

要がある。具体的には、保険者の判断により、平成 20 年度の水準を平成 19
年度の水準に留めること（激変緩和措置を継続すること）ができるように政

令改正を行うべきである。 
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〇 平成 20 年度に激変緩和措置を継続した保険者については、平成 21 年度に

おいて、税制改正の影響を受けた者の保険料が大幅に上昇することを避ける

ため、新たな多段階設定による措置を採用するよう、厚生労働省が周知を徹

底する必要がある。 
 
○ 平成 22 年度以降の対応については、今後の介護保険料の在り方として、当

検討会において引き続き検討する。 




